
2017 年度人文社会科学研究所活動報告（概要）

2017 年度共同研究

　　　研 究 課 題：「ノスタルジーとは何か ?　表象・テキストから見えてくるもの」

　　　共同研究者：�森　雅彦（教授）、小羽田　誠治（教授）、今林　直樹（教授）、九里　順子（教授）、�

土屋　純（教授）、田中　史郎（教授）、太田　峰夫（准教授）、田島　優子（准教授）

　　　研 究 課 題：「国際異�文化ビジネスの進展�

―日本と台湾の連携より―」

　　　共同研究者：渡部　順一（教授）、宮原　育子（教授）、渡部　美紀子（准教授）、兼子　良久（准教授）

第 26 回公開講演会（シンポジウム）

　　　日 時：2017 年 11 月 5 日（日）13：00～16：00

　　　場 所：�日立システムズホール仙台（仙台市青年文化センター）�

　3F　エッグホール

　　　テ ー マ：「人口と�社会�

―日本・世界はどこへ向かうのか―」

　　　基調報告者：田中　史郎（教授、経済学博士、日本経済論）

　　　コメンテーター：姚　国利（教授、経済学博士、国際経済論）

第一回研究会

　　　日 時：2017 年 5 月 31 日（水）14：40～17：10

　　　報告者とテーマ：九里　�順子（教授）�

「ノスタ�ルジーが自立するまで�

― ｢故郷｣ からの距離―」

土屋　�純（教授）�

「ノスタ�ルジーを喚起する景観とは�

―豊後高田市「昭和の町」を例に―」

第二回研究会

　　　日 時：2017 年 6 月 26 日（月）16：20～17：50

　　　報告者とテーマ：�小羽田�　誠治（教授）�

「魯迅にみるノスタルジー」

第三回研究会

　　　日 時：2017 年 7 月 14 日（金）16：20～17：50

　　　報告者とテーマ：�藤田　�喜代子（准教授）�

「「専業�母親」社会を考える�

―ケアの公平な社会的分担を目指して―」



第四回研究会

　　　日 時：2017 年 10 月 5 日（木）16：20～17：50

　　　報告者とテーマ：宮原　�育子（教授）�

「東日本�大震災後の東北における観光の復興�

―宮城県沿岸部の取り組みを中心に―」

第五回研究会

　　　日 時：2017 年 9 月 26 日（火）16：20～18：00

　　　報告者とテーマ：�今林　�直樹（教授）�

「黒田清�輝のフランス体験�

―ノスタルジーの不在 ?―」

田島　�優子（准教授）�

「オール�ド・ニューヨークへの眼差し�

―イーディス・ウォートンの『無垢の時代』にみるノスタルジー―」

第六回研究会

　　　日 時：�2017 年 11 月 13 日（月）16：20～17：50

　　　報告者とテーマ：�田中　�史郎（教授）�

「今なぜ�、ノスタルジーなのか�

―社会の変容とノスタルジー―」



宮城学院女子大学附属人文社会科学研究所規程

　（目　的）
第 1 条　　宮城学院女子大学（以下「本学」という。）

は、本学における人文社会諸科学の研究を推進
し、教育の向上に資するとともに、広く学術文
化の発展に貢献することを目的として宮城学 

院女子大学附属人文社会科学研究所（以下「本
研究所」という。）を設置する。

　（部門の設置）
第 2 条　　本研究所に次の研究部門をおく。
　　　　一、文学研究部門
　　　　二、文化研究部門
　　　　三、社会研究部門
　　　　四、歴史研究部門
　（研究所員）
第 3 条　　本研究所に次の研究所員をおく。
　　　　一、研 究 所 長　　一名
　　　　二、主　　　任　　一名
　　　　三、研　究　員　　部門ごとに若干名
　　　　四、客員研究員　　若干名
　　2.　前項において、研究所長、主任、および研究員

は本学専任教員、契約教員、および客員教授と
する。

　　3.　第 2条の各号に掲げる部門には、それぞれ部門
委員 1名をおく。

　（研究所員の委嘱）
第 4 条　　研究所長は、第 5条第 2項に定める研究

所員会議の推薦する教員について、教授会の承
認を経て学長が委嘱する。

　　2.　主任は、部門委員の互選によって選出された教
員について研究所長が委嘱する。

　　3.　部門委員は、各部門に所属する研究員の互選に
よって選出し、研究所長が委嘱する。

　　4.　研究員は、別に定める申請を行った教員につい
て研究所長が委嘱する。

　　5.　客員研究員は、学外の大学等の研究・教育機関
に所属する研究者について、研究所員の推薦
により研究所長が第 5条第 1項に規定する運
営委員会に諮り、教授会の承認を経て委嘱す
る。

　（研究所の運営）
第 5 条　　本研究所は、研究所長を委員長とし、部門

委員を成員とする「運営委員会」が運営する。

　　2.　前項に定める運営委員会のほか、研究所長は第
3条第 1項に定める研究所員を成員とする「研
究所員会議」を開催し、研究所の運営について
諮問することができる。

　　3.　部門委員は、各部門の運営のために、所属する
部門の「部門会議」を開催する。

　（研究所役員の任期）
第 6 条　　研究所長、主任、および部門委員の任期は

2年とする。
　　　　　ただし、重任は妨げない。
　（研究所員の募集）
第 7 条　　研究所長は、新たに所員となる者について

毎年度当初に募集を行う。
　（研究所の事業）
第 8 条　　本研究所は、設立の目的を達成するため

に、次の事業を行う。
　　　　一、共同研究
　　　　二、研究会
　　　　三、紀要の発行
　　　　四、公開講演会
　　　　五、その他の研究活動
　（庶務・会計）
第 9 条　　本研究所の運営に係る庶務および会計は、

主任がこれを担当する。
　　2.　本研究所の会計報告は、運営委員会の承認を経

て教授会に報告されるものとする。
　（運営事務担当副手）
第 10条　　本研究所は研究所の運営事務を担当する

副手をおく。
　（改廃）
第 11条　　本規程の改廃は、研究所員会議及び教授会

の議を経て、学長の承認を得るものとする。

附則　1.　本研究所は、1991年 4月 1日をもって発足
する。

　　　2.　（削除）
　　　3.　（削除）
　　　4.　この規程は、1993年 4月 1日から施行する。
　　　5.　本規程は、1995年 4月 1日より改正施行す

る。
　　　6.　本規程は、2000年 4月 1日より改正施行す

る。

　　7.　本規程は、2015年 4月 1日より改正施行す
る。
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宮城学院女子大学『人文社会科学論叢』投稿規程

1.　投稿資格

　　投稿資格は、宮城学院女子大学人文社会科学研究所（以下、本研究所）所員および客員研究員

に有するものとする。ただし、編集委員会が特に認めた場合は、この限りではない。

2.　投稿原稿の種類および分量

　　原稿は、以下の種類に分けられ、それぞれ分量が制限される。ただし、この範疇に入らないも

のは、その都度、編集委員会により判断される。

　　（1）　「論文」　和文の場合は 20,000字（400字詰原稿用紙 50枚）程度、英文の場合は 8,500 

words程度とする。なお、和文原稿には英文レジュメを添付する。

　　（2）　「研究ノート、研究資料、研究紹介」　和文の場合は 16,000字（400字詰原稿用紙 40枚）

程度、英文の場合は 6,800 words程度とする。

　　（3）　「書評、エッセイ」　和文の場合は 8,000字（400字詰原稿用紙 20枚）程度、英文の場合は 

3,400 words程度とする。

3.　募集および締切り

　　投稿原稿の募集は毎年 6月に行われ、同年 10月に締切られる。

4.　審査

　　投稿原稿の採否の審査は、編集委員会によって行われる。

5.　校正

　　校正は、原則として 2校まで行われる。

6.　著作権および電子化

　　著者は、自らの有する著作権のうち複写権および公衆送信権の行使を投稿段階において本研究

所に許諾したものとする。本研究所は著者より行使を許諾された複写権および公衆送信権により、

その著作物を電子化または複製の形態などにより公開することができる。

　　著者は自らの著作を他に転載することができる。ただし、その場合には事前に本研究所に申し

出るものとする。


